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○ 多面的機能支払交付金（以下、「本交付金」という。）は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律及び多面

的機能支払交付金実施要綱（以下、「実施要綱」という。）に基づき、地域の共同活動による農用地の保全に資する各種の

取組に対して、国、都道府県及び市町村が相互に連携を図りながら集中的かつ効率的に支援を行うことにより、

① 農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮、

② 担い手農家への農地集積という構造改革を後押し

することを目的としている。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する
法律（平成26年法律第七十八号）（抜粋）

（目的）
第一条 この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を

図るため、（後略）

（基本理念）
第二条 （前略）農業の有する多面的機能の発揮の促進を図る

ための取組に対して、国、都道府県及び市町村が相互
に連携を図りながら集中的かつ効果的に支援を行うこ
とを旨（後略）

２ （前略）農用地の保全に資する各種の取組が、長年に
わたって農業者その他の地域住民による共同活動によ
り営まれ、良好な地域社会の維持及び形成に重要な役
割を果たしてきているとともに、農用地の効率的な利
用の促進にも資するものであることに鑑み、当該共同
活動の実施による各種の取組の推進が図られなければ
ならない。

多面的機能支払交付金による支援

地域資源の適切な保全管理の推進

農業・農村の有する
多面的機能の維持・発揮

担い手農家への農地集積
という構造改革の後押し

【農地維持支払による共同活動】

○地域資源の基礎的な保全活動

○地域資源の適切な保全管理

のための推進活動

【資源向上支払による共同活動】

○地域資源の質的向上を図る共同活動

・施設の軽微な補修
・農村環境保全活動
・多面的機能の増進を図る活動

○施設の長寿命化のための活動

１ 多面的機能支払交付金の目的

農業・農村

多面的機能支払交付金の目的と枠組み

１

（参考）多面的機能支払交付金実施要綱（抜粋）

第１ 趣旨
１ （前略）多面的機能支払交付金は、（中略）地域の共同活

動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進する
ことにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切
に維持・発揮されるようにするとともに、担い手農家への農
地集積という構造改革を後押しするものである。

２ ＜略＞



○ 本交付金の施策の評価については、実施要綱に基づき第三者委員会を設置し、交付状況の点検を毎年度
行い、その結果を踏まえ、本交付金の効果の評価を行う。

農業の持続的な発展取組の実施状況

多面的機能支払交付金実施要綱（抜粋）
第３ 実施体制

１ 国の役割
国は、（中略）本交付金の交付が計画的かつ効果的に実施されるよう、交付状況の点検及び効果の

評価を行い、施策に反映するため、第三者機関を設置することとする。

２ 多面的機能支払交付金における施策の評価の考え方

① 地域資源の適切な保全管理

② 農村環境の保全・向上

③ 農業用施設の機能増進

④ 農村の地域コミュニティの維
持・強化への貢献

⑤ 構造改革の後押し等地域農
業への貢献

⑥ 自然災害の防災・減災・復旧

２

取組の分析・検証

交付状況の点検 効果の評価

農村の振興

多面的機能の発揮

＜評価の視点＞



インプット 活動 アウトプット アウトカム インパクト

投入する資源 共同活動 活動による結果 成果 社会への影響

人

地域資源

支援

農地を維持する活動

農業用施設を維持する活動

話し合い

防災・減災力に係る活動

地下水かん養に係る活動

農村環境に係る活動

資源循環に係る活動

伝統文化に係る活動

啓発普及に係る活動

農地の保全

農業用施設の保全

関係者間の合意形成

貯留機能の向上

農村環境の保全・向上

農村文化の伝承

交流の促進

地域資源の適切な保全管理

農業用施設の機能増進

構造改革の後押し等地域農業への貢献

自然災害等の防災・減災・復旧

農村環境の保全・向上

農村の地域コミュニティの
維持・強化への貢献

農業の持続的な発展

多面的機能の発揮

農村の振興

農業者

非農業者

農用地

水路

農道

ため池

交付金

（参考１） ロジックモデル（要約版）

３



（参考２） 多面的機能支払交付金第三者委員会の開催の経緯 （１／２）

10月10日 第１回第三者委員会 ○多面的機能支払交付金の実施状況等に関する現地調査
（愛知県安城市、豊橋市、田原市）

３月５日 第２回第三者委員会 ○平成26年度多面的機能支払交付金の実施状況
○多面的機能支払交付金に関する活動地区事例
○施策評価の進め方

10月５日

第４回第三者委員会

第３回第三者委員会

第６回第三者委員会

第５回第三者委員会

○平成26年度多面的機能支払交付金の実施状況
○平成26年度活動組織へのアンケート結果
○施策評価の進め方について

○中間評価の進め方について
○多面的機能支払交付金に関するロジックモデル
○効果に関する分析結果
○熊本地震の対応状況について

３月11日 ○中間評価の進め方
○平成27年度活動組織へのアンケート結果
○統計データ分析結果について
○平成27年度の取組状況（概要）

12月１日

８月４日

○平成27年度多面的機能支払交付金の取組状況
○地方公共団体、推進組織の実態調査結果の分析
○活動組織による自己評価・市町村評価結果
○ロジックモデルの深化

３月14日 第７回第三者委員会 ○統計データ分析結果について
○ロジックモデルの深化
○事業の仕組みの検証
○都道府県中間評価結果
○中間評価の骨子案 ４
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（参考２） 多面的機能支払交付金第三者委員会の開催の経緯 （２／２）

第11回第三者委員会

７月25日

11月26日

第８回第三者委員会 ○平成28年度多面的機能支払交付金の取組状況
○活動組織の経年変化に関する事例集
○多面的機能支払交付金の中間評価（案）

８月31日 中間評価公表

３月12日 第９回第三者委員会 ○中間評価について
○活動組織による自己評価と市町村評価の結果について
○活動組織アンケート分析結果について
○活動組織のプロセス事例集の拡充
○多面的機能支払交付金における施策評価の進め方

５

７月26日 第10回第三者委員会 ○平成29年度多面的機能支払交付金の取組状況
○多面的機能支払交付金の施策評価に関する調査結果について
○活動組織による自己評価と市町村評価の結果について
○活動組織のプロセス事例集の拡充

○多面的機能支払交付金における施策の評価の考え方について
○多面的機能支払交付金の交付状況の点検（案）について
○多面的機能支払交付金の効果の評価（案）について
○多面的機能支払交付金の施策の評価のまとめ（案）について
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